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省察的アイデンティティの形成を促す 
英語文学教材の探求

― 教員志望学生の実践的省察に着目した質的研究 ―

明星大学教育学部教育学科　准教授　佐　古　孝　義

Exploring English Literary Materials 
that Foster Reflective Identity Formation: 

A Qualitative Study Focusing on 
Pre-service Teachers’ Reflective Practice

Takayoshi SAKO

抄録
　本稿の目的は、教員志望学生が英語文学教材を実践的に探求する過程で、いかにして省察的アイデンティ
ティを形成していくかを質的に明らかにすることである。教員養成課程の授業において、学生が「昔ばな
し（紙芝居）」と「落語（ポッドキャスト）」の教材制作に取り組んだ際の口頭発表データを、グラウンデッド・
セオリー・アプローチ（GTA）を用いて分析した。分析の結果、学生は教材の持つ文化的・言語的・技術
的な〈摩擦〉と格闘する省察的実践を通して、自らの困難な経験を未来の生徒への配慮へと転換させ、「教
科英語からの脱却」という指導者としての認識変容を遂げるプロセスが明らかになった。本研究は、文学
教材を用いた探求的実践が、未来の教師の省察的アイデンティティ形成において中核的な役割を果たすこ
とを実証的に示すものである。

キーワード：省察的実践　文学教育　教員養成

１．はじめに

　グローバル化が深化する現代において、英語教育に求められる役割は、単なる言語技能の習得から、多
様な文化背景を持つ他者と対話し、複雑な事象を批判的に思考する能力の育成へとシフトしている。こ
のような文脈の中で、言語知識の習得を超えた「全人的学び」を促す実践として、文学教材を英語教育に
活用する意義が国際的に再評価されている。Paran（2008）が指摘するように、文学作品の教育的価値は
教材そのものに固有なのではなく、指導者がそれをいかに授業で扱うかという教育的意図と手法に大き
く依存する。近年の研究では、文学教材がもたらす利益が語彙力や読解力といった「言語的利益」に留ま
らず、異文化理解、感情的共感、そして批判的思考力といった「非言語的利益」にまで及ぶことが実証的
に示されている（Tsang, Paran, & Lau, 2020）。文学作品は、学習者が自己とは異なる文化や価値観に触
れ、自文化と他者文化を対話的かつ批判的に捉え直すための認知的枠組みを提供しうると考えられている

（Heggernes, 2021）。
　しかし、このような国際的な潮流とは対照的に、日本の中等英語教育においては、コミュニケーション
能力重視の教育方針の下、文学教材が「実用的ではない」と見なされ、教科書からその姿を消しつつある
という逆行現象が指摘されている（三枝, 2019）。西原（2020）の包括的な教科書調査によれば、正課教材
における文学作品の割合は極めて低く、補助教材として扱われる場合も、その活動は内容の字義的な理解
や要約に留まることが多い。この現状は、文学教材の持つ豊かなポテンシャルを十分に活かしきれていな
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いことを示唆している。
　一方で、国内の実践研究に目を向けると、この状況に対する重要な示唆が見出せる。例えば、執行・カ
レイラ松崎（2017）の実践報告では、文学作品を導入した授業が、生徒の学習意欲を喚起し、内容の深い
理解を伴う真の言語活動（Authentic Communication）を生み出す可能性が示された。生徒自身による振り
返りには、「達成感」や「新鮮さ」といった肯定的な反応が見られ、文学が学びの質を変容させる力を持つ
ことが確認されている。
　このような文学教材の価値を最大限に引き出す鍵となるのが、教師自身の「省察的実践（Reflective 
Practice）」である（Schön, 1983）。本稿では、このSchönの概念に基づき、以下のように用語を定義する。
まず、教師（あるいは教員志望学生）が、教育実践という複雑な状況の中で自らの経験や信念を問い直す
一連の知的・実践的活動を「省察的実践」と呼ぶ。この実践を継続的に行うことで育まれる、自らの実践
を客観視し、批判的に検討しようとする構えを「省察的態度」と定義する。そして、丹治（2023）が論じる
ように、教員養成課程で文学作品を精読するといった「省察的な学習活動」は、この「省察的態度」を育む
上で重要である。本研究が最終的に着目するのは、これら一連の「省察的実践」の経験を通して形成され
る、自らを「省察する実践家」として認識する自己概念、すなわち「省察的アイデンティティ」（Szczurek-
Boruta, 2018）である。Farrell & Kennedy（2019）が示すように、教師が自らの教育観と実践経験を往還的
に省察するプロセスは、指導法を洗練させ、専門性を高める上で不可欠である。特に、意味の多義性や解
釈の揺らぎを内包する文学作品は、教師が自らの解釈と学習者の多様な理解との相互作用を振り返るため
の絶好の機会を提供する（Szczurek-Boruta, 2018）。この点において、丹治（2023）は、教員養成課程で文
学作品を精読する経験が、将来教師となる学生の「読む力・調べる力・考える力」を育む上で極めて重要
であると論じている。これは、文学教材を扱う省察的な学習活動そのものが、教師自身の批判的思考力や
指導力を涵養する土台となることを意味する。
　以上を踏まえると、二つの重要な論点が浮かび上がる。第一に、国際的には文学教材が言語教育におけ
る豊かな学びのリソースとして認識され、その効果的な指導法、特に省察的実践の重要性が強調されてい
る。第二に、日本でも、その教育的価値を再評価し、省察的実践を通じてその可能性を引き出そうとする
研究的・実践的な試みが存在し、確かな成果を示している。ここから言えることは、中等教育の英語授業
において文学教材を扱うこともまた、単に言語的知識や文化的教養を授ける行為にとどまらず、指導者（教
師）が教材の持つ多義的な価値を解き放ち、学習者（生徒）の知的・情意的発達のためにいかに再構築する
かという「省察的実践」そのものであるということだ。とすれば、文学作品が持つ多義性や葛藤といった
要素が、これら現在（学生）および未来（教師）の実践者にとってどのような「知的な〈摩擦〉」を生み出し、
それがどのようにして批判的思考や「省察的態度」を育むのか、その具体的なプロセスとメカニズムを解
明することは、教員養成および英語教育双方の文脈において、「文学教材を扱う」ことの価値を一層高め
ることに寄与するはずである。
　そこで本稿の目的は、英語教員養成課程の授業において、教員志望の学生たちが、与えられた課題を探
求するという「省察的実践」の過程で、「中等教育における英語授業で、文学教材を扱う意味」について思
考を深化させるとともに、その経験がいかにして彼らの「省察的アイデンティティ」の形成に寄与するの
か、その具体的なプロセスを質的に明らかにすることとする。具体的には、学生たちに①「昔ばなし」を
題材に紙芝居形式（中１教材）の教材を制作する課題、②「落語」を題材にポッドキャスト形式の教材（中
２教材）を制作する課題に取り組ませ、その一連の探求的実践のプロセスを追いながら、学生たちの思考
の軌跡が、（1）教材設計、（2）文化理解、（3）メディア実践、（4）指導者としての在り方という、教育実践を
構成する四つの主要な問いをめぐって、いかに変遷していったかを分析した。さらにこの分析を通して、
文学教材を用いた実践的探求が、未来の教師の専門的力量、とりわけ省察的アイデンティティの形成にど
のような影響を与えたかも併せて論じる。

－2－

省察的アイデンティティの形成を促す英語文学教材の探求　　佐古孝義



２．本研究の対象となる授業

　本稿で分析する学生たちの思考の深化は、偶発的に生じたものではなく、彼らの省察的実践を意図的に
促すために設計された授業のフレームワークの中で育まれたものである。後続の分析を理解するために、
まずその授業の構造と設計思想を概説する。

2.1．授業の全体像と目標
　本稿で分析する学生たちの省察的実践は、筆者（著者）が授業設計および授業実践者として担当した、
教育学部英語コース３年生対象の「英語文学２」（教育学部英語コース３年生対象）において観察されたも
のである。本授業は、中学校の検定教科書（三省堂『New Crown English Series』(令和７年度検定版）の第
１学年および第２学年用）で扱われる文学的素材（昔ばなし、落語）を、授業者（教師）と学習者（生徒）の
両方の視点から分析し、実践的な課題に取り組むことを主眼とした。学生たちは、教科書教材を分析した
後、「教科書にない別の題材」を自ら選定し、紙芝居またはポッドキャストの形式で作品世界を再構築し、
発表することが求められる。
　授業の到達目標は、この一連の活動を通して、単なる文学作品の理解にとどまらず、①文学教材のあり
方の理解、②異文化への興味・関心、そして③英語教育指導者としての実践力（教材選び、難易度調整、
アクティビティの組み立て方など）を総合的に養うことである。最終的に、学生は中学校現場での指導も考
慮に入れながら、自らの言葉で「英語教育における『文学を扱う意義』について考察する」ことが期待される。

2.2．段階的な省察を促すプロセス
　本授業の最大の特徴は、学生の思考を段階的に深化させるための足場かけとして、明確なプロセスが設
定されている点にある。筆者は、学生が自律的に省察を深めることを期待しつつも、そのための意図的な
介入を行った。本研究は、この筆者による実践（アクション・リサーチ）において、学生たちが最終的に
どのような省察を言語化したかに焦点を当てるものである。3.4の分析結果で示す学生の省察は、このよ
うに筆者によって意図的にデザインされた授業環境と、学生の自律的な探求との相互作用の中で生まれた
ものである。
　授業は大きく二つのフェーズで構成された。
　第一のフェーズは、制作に向けた「準備・探求期間」である。この期間、学生たちは、①「分析・選択・
初期考察」、②「具体化」、③「深化」、④「最終準備・総括」という思考のステップを辿るよう促された。
各ステップは、授業内で設定されたディスカッションテーマ（例：「文学を使った英語授業の可能性と課題」

「中高での『異文化理解』教材として」）と連動しており、実践的な制作活動と理論的な探求を往還しながら、
徐々に考察を深めていくデザインとなっている。
　第二のフェーズは、協働的な「実践・相互評価期間」である。各自が制作した作品をクラス全体で鑑賞
し、その後、教員や他の学生からのフィードバックが行われる。評価においても、作品の完成度だけでな
く、「他の学生へのフィードバック」や「質疑応答への対応」を重視し、他者との対話を通して自らの実践
を客観視し、改善していく協働的な学びのサイクルを意図的に組み込んだ。

３．研究方法

3.1．グラウンデッド・セオリー・アプローチ（GTA）
　本研究では、データに根ざした理論の生成を目指す質的研究法である、グラウンデッド・セオリー・ア
プローチ（Strauss & Corbin， 1998）を採用した。このアプローチは、研究者が特定の理論的枠組みを事前
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に設定するのではなく、収集したデータの中から概念を見出し、それらの関係性を体系的に分析すること
を通して、研究対象である現象を説明する理論を構築する点に特徴がある。
　本研究のように、学習者が教育実践の中で経験した意味の生成過程や、思考の変容・発展を捉える場合
には、個別の発言や行動に内在する意味を丁寧に抽出し、それらを概念化・理論化する方法が求められる。
とりわけ、現象が複雑かつ文脈依存的である場合には、仮説主導型の実証研究では捉えきれない学習の深
層構造を記述する必要がある。その点において、GTAは極めて有効な分析手法であるといえる。
　本アプローチの妥当性は、先行研究の蓄積からも支持される。たとえば、阿部・山西（2013）は、大学
英語教育における協働ライティング実践の分析において、GTAによって学習者の内的な構成的意味づけ
プロセスを４カテゴリ・９下位カテゴリとして抽出しており、実践的知の構造化における本手法の有効性
を示している。一方、坂本（2011）は、小学校教師が授業研究に参加する中でどのように「授業を見る視点」
を変容させていくかを修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（M-GTA）を用いて明らかにしてお
り、分析手法の細かな部分は本研究と若干異なるものの、教育的内省の動態的理解においてやはりGTA
系統のアプローチが一定程度有効であることを示している。さらに、教師教育の領域においては、Cole 
& Duffy（2024）が英国の教員養成プログラムにおける実習生の「専門的資本（Professional Capital）」の発達
過程を構成主義的GTAによりモデル化し、教員形成の鍵となる構造を可視化している。こうした事例は、
英語教員養成における文学教材の意義と、それがもたらす認知的・情意的変容の構造を記述するという本
研究の分析にも、GTAが有効であることを示している。

3.2．分析対象データ
　分析対象は、授業において、学生たちが二つの課題（①「昔ばなし」を題材とした紙芝居制作、②「落語」
を題材としたポッドキャスト制作）の成果を発表した際の、計12名分の口頭発表の逐語的記録（トランス
クリプト）である。これらのデータは、学生たちの実践内容、教材や指導に対する思考、そして課題遂行
における葛藤や気づきを豊富に含んでいる。

3.3．分析手続き
　本研究の分析は、Strauss & Corbin（1998）に従い、以下の３つのコーディング手続きを繰り返し往還し
ながら進められた。具体的には、まず３名程度のデータをオープン・コーディングし、初期的な概念とカ
テゴリーを生成した。次に、そのカテゴリーの特性を検証・精緻化するために、対照的な特徴を持つ可能
性のある次のデータ（紙芝居とポッドキャストの両方から）を意図的に選び出し分析する「理論的サンプリ
ング」を行った。この「データ収集（サンプリング）→分析→比較」という循環的なプロセスを、12名のデー
タを分析する中で繰り返した。その結果、新たなデータを追加しても新しい概念やカテゴリーの主要な特
性が出現しなくなり、カテゴリー間の関係性（ストーリーライン）が安定して説明できる状態、すなわち「理
論的飽和」に達したと判断した。
　以下に、飽和に至った最終的なコーディング手続きの概要を示す。（以下、学生の具体的発言は「　」で
示す）。

（1）	 オープン・コーディング（概念の生成）：はじめに、トランスクリプトのデータを一行ずつ読み込み、デー
タに密着した形で概念（コンセプト）を生成した（以下、概念は《　》で示す）。例えば、「繰り返され
る表現があるからそっちの方が分かりやすい」という発言からは、《構造の単純さへの着目》という概
念が、「日本語でやるからおもろいんじゃない」という発言からは、《言語と文化の不可分性への問い》
という概念が生成された。このプロセスを通して、データは126の概念に分解された。

（2）	 軸足コーディング（カテゴリーの精緻化）：次に、生成された概念を比較検討し、より抽象度の高い
カテゴリーへとまとめ、カテゴリー間の関係性をパラダイムモデル（因果条件・文脈・介在条件・方略・
帰結）に沿って分析した（以下、カテゴリーは【　】で示す）。この手続きを通して、バラバラだった概
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念群が、ある現象を中心としたまとまりとして再構成された。
（3）	 選択的コーディング（理論の構築）：最後に、分析全体を統合する中心的カテゴリー（コア・カテゴリー）

として【省察的実践を通した指導者アイデンティティの形成】を特定した。そして、このコア・カテ
ゴリーを軸に、他のカテゴリーとの関係性を体系的に記述し、学生たちの経験のプロセス全体を説明
するストーリーラインを構築した。

3.4．分析結果と考察
　オープン・コーディングと軸足コーディングの結果、学生たちの経験は、【省察的実践を通した指導者
アイデンティティの形成】という中心的カテゴリーを核とする、以下の図式で説明されることが明らかに
なった。

表１：グラウンデッド・セオリー・アプローチによる分析結果
中心的カテゴリー：【省察的実践を通した指導者アイデンティティの形成】
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的
な

発
言（
デ
ー
タ
例
）

（1）�因果条件 【実践を駆動
する問い】

《教科書教材へ
の疑問》

《独自の教材選
定の要請》

7

5

「中学校の英語教科書において文学作品というのは大体短
くて単純化されたストーリーとか会話中心の文脈で取り上
げられることが多いから深い読解とか文化的背景の理解が
あんまり重視されないのかな…」

「教科書にない別の題材を選定し、その理由と教材として
の適切性を考える」

（2）�文脈的�
条件

【実践が置か
れた状況】

《教員養成課程
での学び》

《グループワー
ク中心の協働環
境》

《生成AIが利用
可 能 な 制 作 環
境》

4

2

5

「英語教育指導者として必要な、文学教材を用いた授業実
践方法を身に付ける」

「グループワークが中心となるため、他のメンバーとの協
力を重視して…」

「生成AIにイラストを作成してもらって、それをパワーポ
イントにくっつけて紙芝居風に発表する」

（3）�介在条件 【方略を左右
する諸要因】

《個人のスキル
セット》

《メディアの制
約》

《言語と文化の
不可分性への問
い》

2

5

4

「僕絵がすごい苦手で、これめっちゃ上手く描けたと思う
んですけど…」

「ポッドキャストでやる上で情報がマジ音しかないから本
当に…声色だったりなるべく効果音とかやってみたり、音
だけでしかできない限られた中でいろいろ頑張りました」 

「日本語独特の面白さっていうのが外国語翻訳したら分か
んなくなっちゃうようなことがあるから、落語って難しい
と思うんですけど、英語でやるのが」

（4）方略 【学習者中心
の教材設計】

《構造の単純さ
への着目》

《視覚情報によ
る理解促進》

《ペアワークの
最適化》

4

2

1

「登場人物が少なくて…狼がヤギたちの家に訪れて…って
いう風な構成が単純で中学生にも理解しやすいと考えた」

「英語が苦手な生徒でも絵を見て内容を理解しやすくした
り分からない単語だったり文法を予測できるのではないか
と思いました」

「役が２人しかないからペアワークで話す量をたくさん増
やせるっていうので、役が少ない題材を選んでいます」
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【文化の再解
釈と意味生
成】

【メディア表
現の探求】

《具体的文化事
象の比較》

《価値観・倫理
観の考察》

《現代的社会問
題への接続》

《海外からの評
価の参照》

《文化の普遍性
の発見》

《技術的困難と
の対峙》

《感情や性格の
音声表現》

《文化の忠実な
再現》

3

1

1

2

1

6

4

1

「イギリスの作家さんが書いた小説なんで…物語の中でお
茶会のシーンとか出てくるんですけど、日本でお茶会って
言ったら…抹茶じゃないですか」

「狼のお腹を切って最後石を詰めて…殺すっていう日本の
子供向けの話にはあんまり見られない残酷さがあるなって
思って…悪には厳しい罰を与えるっていう欧米的な倫理観
があるのじゃないかな」

「big or smallで大きくても小さくても平等とか…差別問題
男女平等とか黒人白人の人種問題とかに発展させて意識を
見させれたらな」

「外国人向けに受けてる日本のジョークとして受けてるの
が、それこそ『ときそば』でめっちゃ受けてて、英語に変
えてもその面白さがわかる題材だから」

「せっかちなやつとゆっくりなやつが2人出てきて…言語
の壁はもう越えてるというか…人間の性格的な部分だった
らみんな笑えるよね」

「編集ノータッチすぎて…めっちゃアナログなんですけど
全部手動でやればいいやって…普通に無理ゲーっていうの
がわかって」 

「怖いって言いながらあのーまんじゅう好きだから食べ
ちゃうみたいな話じゃないですか…矛盾してる感情的に…
ところが一番感情表現みたいなところで面白いところかな
と思いました」

「より本気の落語に近くなるように、本来のオチに戻して
くださいっていうのを…江戸の落語風の言い回しになるよ
うに繰り返し（AIで）生成して、できる限り寄せれるよう
にしました」

（5）帰結 【実践がもた
らした変容】

《コミュニケー
シ ョ ン 観 の 深
化》

《指導者として
の配慮の獲得》

《教科英語から
の脱却》

3

2

4

「声色とか喋り方とかだけでも、性格とかそういうところ
まで見えてきたりとか、どうやって表現したら伝わるよね
とか、そういうコミュニケーションのところまでできる」

「僕はずっと絵が苦手で生徒とかの中にも絵が上手じゃな
いとか絵が苦手って書くのが嫌だっていう子がいると思う
んですね」

「ただの教科として英語っていう教科としての授業になっ
てしまうので、文学作品を使うことで教科じゃなくて、ちゃ
んと一つの言葉を伝える道具っていう認識を持ってもらえ
るかな」

（注）データ数は、本分析で対象とした12の逐語記録の中から、各概念に該当すると判断された発言の断片の総数を示す。

　本授業における中心的現象は、学生たちが「文学教材を英語授業でどう扱うか」という問いに対し、自
ら意味づけを行いながら教材を制作・発表する一連の実践である。以下の因果・文脈・介在条件をもとで、
学生たちはそれぞれに方略を駆使し、その方略の結果として、学生たちには以下の変容が見られた。

（1）	 因果条件：【実践を駆動する問い】
　授業で提示された課題、特に「教科書にない別の題材」を選ぶという要請によって駆動された。これに
より学生たちは、既存の教材を批判的に検討し（《教科書教材への疑問》）、自らの実践の根拠を言語化す
る必要に迫られた。

（2）	 文脈的条件：【実践が置かれた状況】
　《教員養成課程での学び》という文脈は、彼らの実践を常に“未来の教師として”という視点に立たせる。
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《グループワーク中心の協働環境》と、ChatGPTに代表される《生成AIが利用可能な制作環境》は、彼らの
方略に大きな影響を与えた。

（3）	 介在条件：【方略を左右する諸要因】
　絵の得意・不得意や英語運用能力の差といった《個人のスキルセット》や、視覚か音声かという《メディ
アの制約》が、彼らの葛藤や工夫の方向性を決定づけた。特に《言語と文化の不可分性への問い》は、「落語」
の課題において強力な介在条件として機能した。

（4）	 方略（問いと格闘する多様な実践）
　上記の諸条件の下、学生たちは実に多様な方略を展開した。これらの方略は、大きく４つのカテゴリー
に分類された。

【学習者中心の教材設計】
　生徒の認知負荷を考慮し（《構造の単純さへの着目》）、メディアの特性を学習支援に活かそうとする（《視
覚情報による理解促進》）。

【文化の再解釈と意味生成】
　異文化の価値観を考察するだけでなく（《倫理観の比較考察》）、自文化を客観視し（《海外からの評価の
参照》）、文化を超える《普遍性の発見》を試みる。

【メディア表現の探求】
　技術的困難と格闘しながら、音声メディアの特性を活かした《感情や性格の音声表現》を追求し、AIと
の対話を通して《文化の忠実な再現》を目指す。

【省察的思考の言語化】
　授業でのディスカッションや最終発表を通して、自らの実践の意味や価値を言語化し、客観視する。

（5）	 帰結：【実践がもたらした変容】
　指導の目的を、文法や語彙の習得から、意図や感情を伝え合う生きたコミュニケーションの学習へと捉
え直す《コミュニケーション観の深化》が生じた。また、自らの困難な経験を省察し、同じような困難を
抱えるであろう生徒への共感的配慮と、具体的な実践的解決策の提案へと繋げる《指導者としての配慮の
獲得》に到達した。
　最終的に、これらの経験は統合され、《教科英語からの脱却》という明確な意志や、文学教育に対する独
自の価値観、すなわち指導者としての教育哲学の萌芽へと結実した。
　本分析から、以下のストーリーラインが生成された。

（ストーリーライン）
　教員志望学生の省察的アイデンティティは、固定的・静的なものではなく、文学教材をめぐる意味づ
けと実践という現象を通して、動的に形成される。このプロセスは、因果条件である【実践を駆動する
問い】によって駆動される。学生たちは、文脈的条件と介在条件（個人のスキル、教材の特性、文化的
差異など）との間で「〈摩擦〉」や「葛藤」を経験しながら、それを乗り越えるために多様な方略（【学習者
中心の教材設計】、【文化の再解釈と意味生成】、【メディア表現の探求】）を展開する。この一連の省察的
実践の帰結として、彼らは《教科英語からの脱却》を見せ、文学教育に対する独自の意味づけを獲得し、《コ
ミュニケーション観の深化》、生徒への《指導者としての配慮の獲得》を経験する。

　本分析から生成された上記のストーリーラインは、教員志望学生の省察的アイデンティティが、固定的・
静的なものではなく、文学教材をめぐる意味づけと実践という現象を通して、動的に形成されるプロセス
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を物語っている。このプロセスの核心には、学生たちが経験した多様な〈摩擦〉と、それに対する創造的
な応答としての省察的実践が存在する。
　第一に、この変容プロセスは、因果条件である【実践を駆動する問い】によって始動した。「教科書にな
い別の題材」を選ぶという課題は、学生たちに既存の権威（教科書）を批判的に検討させ、自らの教育的価
値観に基づいて選択を行うことを促した。この「なぜこれを選ぶのか」という根源的な問いこそが、思考
停止を防ぎ、彼らを深い探求へと向かわせる最初の〈摩擦〉として機能したのである。
　第二に、この探求の過程で、学生たちは文脈的条件と介在条件から生じる、さらに複雑な〈摩擦〉と対
峙することになった。彼らが展開した多様な方略は、これらの〈摩擦〉に対する知的・実践的な応答その
ものであり、Schön（1983）の言う「実践の中の省察（reflection-in-action）」に他ならない。例えば、【文化の
再解釈と意味生成】という方略は、《言語と文化の不可分性への問い》（例：「日本語でやるからおもろいん
じゃない」）という文化的な〈摩擦〉に対する応答である。学生たちは、安易な直訳を避け、《海外からの評
価の参照》（例：「外国人向けに受けてる日本のジョーク」）や《文化の普遍性の発見》（例：「人間の性格的な
部分だったらみんな笑える」）といった、より高次の解釈的方略を用いることで、この葛藤を乗り越えよ
うとした。同様に、【メディア表現の探求】という方略は、《メディアの制約》や《個人のスキルセット》とい
う技術的・身体的な〈摩擦〉に対する応答であった。その帰結として、《コミュニケーション観の深化》（例：「声
色とか喋り方とかだけでも、性格とか…伝わる」）や、《指導者としての配慮の獲得》（例：「生徒とかの中に
も絵が上手じゃない…子がいると思う」）といった、多面的かつ統合的な変容をもたらした。
　第三に、本研究の知見は、文学教材を用いた省察的実践に関する先行研究の主張を、具体的なデータ
によって裏付け、さらに発展させるものである。Farrell & Kennedy（2019）や丹治（2022）が論じたよう
に、文学作品はその多義性ゆえに、教師の省察を促す強力な触媒となる。本研究では、そのメカニズムが、
Heggernes（2021）の言う「自文化と他者文化を対話的かつ批判的に捉え直すための認知的枠組み」を、学
生たちが自ら構築していくプロセスであることが示された。
　ここで、本研究の分析対象が「発表のトランスクリプト」である点について、Schön（1983）の理論との
関係性を明確にする必要がある。発表で「言語化された思考」は、制作の最中における「実践の中の省察

（reflection-in-action）」そのものではなく、むしろ、実践を終えた後で自らの経験を客観視し、意味づけ
る「実践についての省察（reflection-on-action）」の性格を強く持つ。しかし重要なのは、その発表内容が、
制作過程で直面した葛藤や困難（例えば「普通に無理ゲー」や「僕、絵がすごい苦手で」といった〈摩擦〉）
を克明に振り返るものであった点である。つまり、本研究で分析された「実践についての省察（reflection-
on-action）」は、学生たちが制作中に行ったであろう「実践の中の省察（reflection-in-action）」の経験を色濃
く反映し、それを言語化・形式知化するプロセスとして機能していたと考えられる。授業後の発表や相互
評価といった活動は、このように学生が自らの実践経験を言語化・客観視し、暗黙知を形式知へと転換さ
せる重要な役割を果たしたと言えるのではないか。
　最後に、本研究が生成した理論の最も重要な貢献は、文学教材がもたらす文化的な〈摩擦〉と、メディ
ア変換という実践がもたらす表現的な〈摩擦〉が、一つの学習環境の中で同時に発生し、学生がそれらに
統合的に対処しようとすることで、極めて質の高い省察が促されたというメカニズムを明らかにした点に
ある。学生たちは、ただ文化について考えるだけでも、ただ制作技術を学ぶだけでもなかった。彼らは、「こ
の文化的なニュアンスを、この音声メディアの制約の中で、いかにして表現し、中学生に伝えるか」という、
三重の問いに同時に応答することを迫られたのである。この統合的な課題解決のプロセスこそが、方略と
して挙げた多様な実践を有機的に結びつけ、その帰結として、《コミュニケーション観の深化》や、《指導者
としての配慮の獲得》といった、多面的かつ統合的な変容をもたらした。この経験の総体こそが、彼らの「省
察的アイデンティティ」を確固たるものへと形成していったと言えるだろう。
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４．結論

　本稿は、教員志望学生がいかにして省察的アイデンティティを形成していくか、そのプロセスを明らか
にすることを目的とした。そのため、筆者が設計・実践した教員養成課程の授業において、学生たちが文
学教材（昔ばなし・落語）の制作課題に取り組んだ際の口頭発表データを、GTAを用いて質的に分析した。
　分析の結果、学生の省察的アイデンティティは、課題探求の過程で経験する多様な〈摩擦〉（文化的・技
術的・個人的スキル）と格闘する省察的実践を通して、動的に形成されるプロセスが明らかになった。こ
のプロセスの核心は、学生が自らの実践上の困難（例：「絵が苦手」 ）を、未来の生徒が経験するであろう
困難へと共感的に重ね合わせ（例：「絵が苦手って書くのが嫌だっていう子がいると思う」）、具体的な指
導上の配慮（例：「生成AIにイラストを作成」）へと転換させる点にある。この経験は、学生の認識を「教
科学習としての英語」から《教科英語からの脱却》＝「コミュニケーションの道具としての英語」へと変容
させ、指導者としての教育哲学の萌芽を促したと考えられる。
　本研究が生成した理論（ストーリーライン）の核心は、文学教材を用いた実践的探求が、学生に多岐に
わたる知的・実践的な〈摩擦〉を経験させるという点にある。この〈摩擦〉と格闘し、乗り越えようとする
省察的実践のプロセスこそが、彼らに文学教育に対する独自の意味づけを促し、指導者としてのアイデン
ティティを形成する中核的なメカニズムである。ここで言う〈摩擦〉とは、言語と文化の不可分性から生
じる葛藤（「日本語でやるからおもろいんじゃない」）、メディアの制約がもたらす技術的困難（「編集ノー
タッチすぎて…普通に無理ゲー」）、そして自身のスキルセットと課題要求との間のズレ（「僕絵がすごい
苦手で」）など、安易な解決を許さない知的・身体的な抵抗の総体である。この抵抗の存在こそが、学生
を深い省察へと導き、Schön（1983）の言う「省察的実践」を駆動させる触媒として機能したのではないか
と考えられる。
　以上の知見は、今後の英語教育、とりわけ教師教育プログラムの設計に対して重要な示唆を与える。第
一に、教師教育は、完成された知識やスキルを伝達するだけでなく、本研究で見られたような「生産的な〈摩
擦〉」を意図的に組み込んだ、探求型の学習環境を提供することが極めて重要である、ということである。
学生が自ら問いを立て、多様な困難に直面し、仲間と協働しながら解決策を模索する経験は、予測不可能
な教育現場で求められる実践的指導力と省察的態度を育む上で不可欠である。第二に、文学教材は、この
プロセスにおいて比類なき価値を持つということである。文学が内包する豊かな解釈への可能性と文化的
な深みは、学生を安易な結論から引き離し、学習者、教材、そして自己と向き合う深い省察へと導くはず
である。
　特に、学生が自らの制作上の困難を省察し、それを生徒への共感的配慮と具体的な支援策（生成AIにイ
ラストを作成してもらうなど）へと転換した事例は示唆に富む。これは、教師教育が目指すべきゴールが、
単なる指導スキルの伝達ではなく、自らの経験を省察し、他者（生徒）のために応用できる「省察的実践家」
を育成することにあることを明確に示している。
　もちろん、本研究には限界も存在する。第一に、分析対象が最終発表のトランスクリプトであるため、
本研究が捉えたのは「省察の過程」そのものというより、言語化された「省察の結果」であるという点だ。
個別インタビューや制作中の思考発話データなど、複数のデータ源を組み合わせた三角測量（トライア
ンギュレーション）を用いれば、より深層的な「実践の中の省察」のプロセスに迫れたであろう。第二に、
分析対象は一大学の一授業における12名の学生に限られており、その知見の一般化には慎重さが求めら
れる。サンプル規模の小ささは、生成された理論の一般化可能性を制約している。特に、GTAにおいて
理論的飽和に達したと判断するには、より多様な文脈からのデータが必要であり、本研究の分析結果が他
の教員養成課程や異なる教育文脈においても同様に適用できるかは不明であることは否めない。
　また、本稿で明らかになった「省察的アイデンティティの形成」が、彼らが実際の教育現場に立った後、
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どのように維持・発展していくのかを追跡するには至っていない。今後の課題として、多様な教員養成課
程における同様の実践研究や、初任期教員を対象とした縦断的な調査を通じ、本研究で生成された理論の
妥当性をさらに検証していくことが望まれる。
　しかしながら、本研究が明らかにした、文学教材をめぐる省察的実践が未来の教師を育むプロセスは、
コミュニケーション能力の育成が叫ばれる現代日本の英語教育において、文学が果たすべき役割とその豊
かな可能性を力強く示唆している。文学は、単なる読解の対象なのではなく、教師と生徒が共に対話し、
思考し、成長するための場となり得るのである。
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小学校教員養成課程における音楽科指導法の再考
〜学生の「不安」に寄り添う理解促進型授業の提案〜

明星大学教育学部教育学科　非常勤講師　荒　木　美　香

Rethinking Music Teaching Methodology 
in Elementary Teacher Education：

A Proposal for Comprehension-Oriented Instruction 
with Attention to Student Anxiety

Mika ARAKI

要旨
　本稿は、明星大学通信教育課程「初等音楽科教育法」のスクーリング授業における授業実践を報告する
ものである。
　音楽科の指導内容の根幹である共通事項への理解を深めることを目標に、拍・音階・フレーズ・音の重
なり等（「音楽を特徴付けている要素」及び「音楽の仕組み」）に着目した授業を展開した。特に音楽に対し
て不安を抱く受講生に寄り添い、「分かる・できる」を実感させる工夫を凝らした理解促進型の指導法を
試みた。その結果、受講生の授業前後の音楽に対する不安意識に変容が見られ、「不安」から「自信」へと
意識の変化が確認された。

キーワード：小学校教員養成課程　音楽科指導法　不安意識　共通事項

１．はじめに

　小学校では学級担任が全教科を指導するため、音楽科においても専門外の教師が授業を行う場合が多い。
しかし、筆者が担当する明星大学通信教育課程「初等音楽科教育法」を受講する受講生の大半は義務教育
などの学校教育で音楽を専門的に学んだ経験がなく、授業開始前の事前アンケートでは、94％の受講生が

「将来、音楽の授業をすることに不安がある」と回答した。抱えている具体的な不安要素は「音楽理論など
の専門的な音楽知識」が86％、次いで「授業の進め方・指導法」が80％である。受講生の不安が少しでも
解消し、将来教師として音楽の授業を自信をもって行えるようにするためには、初等音楽科教育法の授業
において「分かる・できる」を実感させることが必要である。筆者は従来より授業のユニバーサルデザイ
ン（UD）の考え方を取り入れたアプローチが有効であると考え、定時制高校や中学校での実践を通じてそ
の効果を検証してきた（荒木・阪井2017）。本稿では、そのアプローチを小学校教員養成課程の音楽科教
育法の授業に応用し、「音楽を特徴付けている要素」及び「音楽の仕組み」の基本要素に関する理解に重点
を置いた実践の内容と成果について報告する。

２．本実践の概要

　本実践は、明星大学通信教育課程の「初等音楽科教育法」の授業において、オンラインにて実施した。
受講生は小学校教員免許取得を目指す学生35名で、現役教員を含む多様な背景をもつ学生が参加した。
授業は計２日間（１コマ75分×９コマ）の日程で実施した。授業内容は、学習指導要領の理解、音楽理論
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などの基礎知識、授業づくり、指導案作成など多岐に及んだ。その中でも、特に歌唱・器楽・音楽づくり・
鑑賞で重要となる共通事項の「音楽を特徴付けている要素」及び「音楽の仕組み」についての基本的な理解
を深めることに焦点を当て、それらを実際の教材の中で捉えられるようにすることを狙いとした。授業計
画を立案するにあたり、学生が「分かる・できる」と実感できるようユニバーサルデザインの視点を盛り
込んだ。具体的な工夫としては、音楽の特性から　①可能な限り視覚情報（楽譜などの使用）と聴覚情報（音
源や実際の演奏）の両方を用いて提示すること、②内容を細分化して段階的（スモールステップ）に理解さ
せること、③専門的な音楽用語はできる限り平易な言葉に置き換えて説明すること、④１つの項目につい
てパワーポイント１枚を使い、大きく見やすい形で表示することの４点を指導の基本とした。

３．実践の実際

　授業は主に講義と演習で構成した。また、音源の再生や受講生自身が経験した（全員ではない可能性も
ある）小学校等の音楽授業を通して音楽的な理解を深められるよう工夫した。共通事項に示されている「音
楽を特徴付けている要素（音色・リズム・速度・旋律・強弱・音の重なり・和音の響き・音階・調・拍・フレー
ズなど）」及び「音楽の仕組み（反復・呼びかけとこたえ・変化・音楽の縦と横の関係など）」についての定
義や解説は、小学校学習指導要領解説において文章で示されている。しかし、音楽の特性から文章や言葉
のみの理解では不十分と考え、一つひとつの要素を音源や楽譜を使用して説明した。
　以下に、音の重なり（音楽の縦と横の関係）・音階・フレーズ・拍の４項目を抽出して、実際の授業で
使用する教材（小学校の教科書掲載曲）にも照らし合わせながら説明した。

（1）	音の重なり
　小学校学習指導要領解説で音の重なりとは「複数の音が同時に鳴り響いていることである」（文部科学
省，2017）と定義されている。これを受講生の小学校での経験から（全員が経験しているとは限らないが）
より分かりやすく「合唱や合奏」がこれにあたり、“かえるのうた”の「輪唱」も音の重なりに該当すると
の説明をした。その上で、“かえるのうた”の輪唱楽譜を提示し、筆者が実際にその楽譜を演奏して音の
重なりを示した。次に第５学年教科書に掲載されている器楽曲「風とケーナのロマンス」の楽譜を提示し
て、音の重なりと音楽の縦と横の関係を説明した。

かえるのうた

－12－

小学校教員養成課程における音楽科指導法の再考　　荒木美香



（2）	音階
　小学校学習指導要領解説で音階とは、「ある音楽で用いられる基本的な音を高さの順に並べたものであ
る」（文部科学省，2017）と定義されている。これを長音階、短音階、琉球音階の音階３種類を視覚的、聴
覚的に提示した後、長調、短調、沖縄風「きらきら星」を筆者がピアノで演奏した。１つの曲を長調から
短調に即興的に示すことはよくある手法ではあると思われるが、琉球音階を取り入れることで、音階の役
割や音階（使う音）によって曲想が更に変化することを説明した。

（3）	フレーズ
　小学校学習指導要領解説でフレーズとは、「音楽の流れの中で、自然に区切られるまとまりを示している」

（文部科学省，2017）と定義されている。これをフレーズの解説を端的、平易な言葉で「音のグループ、歌
詞のグループ」と呼び、第１学年教科書に掲載されている歌唱曲「おちゃらか ほい」の楽譜を提示し、筆
者が１回目は適切なフレーズ、２回目は不適切なフレーズで歌って聴かせ、適切なフレーズと不適切なフ
レーズとを比較してフレーズについて説明した。

（4）	拍
　小学校学習指導要領解説で拍とは、「音に合わせて手拍子をしたり歩いたりすることができるような、
一定の間隔を持って刻まれるものである」（文部科学省，2017）と定義されている。これを以下の楽譜で、
カウベル部分が拍であることをリズム楽譜と音源を用いて説明した。
　次に第１学年の教科書に掲載されている「かもつれっしゃ」の曲に合わせて筆者が手拍子で拍を打った。
さらに発展して、速度を変え（受講生が教師になった際には、ピアノで弾ける人はピアノ演奏、難しい人
はYouTubeなどを使ってテンポを落とすなどの方法を提案）、「貨物列車が故障した？荷物が重すぎて前
に進めない？」など言葉を添えて、ゆっくり拍を打ち曲想の違いをも感じ取らせた。

４．授業実践の成果と考察

　授業終了後、受講生35名中33名から任意提出によるアンケートの自由記述回答を得た（自由記述は成
績評価に無関係であることを事前に通知した）。
　回答内容を質的に分析した結果、本実践に対して肯定的な感想が約97％を占めていた。
　その中でも特に目立ったのは、「受講前は実際授業をやることが可能なのか不安でいっぱいでしたが、（中
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略）少し不安が解消されました。むしろ、早く授業をやってみたいと感じました」、「これまで楽器に触れ
る機会もなく知識もゼロだったので、最初は正直とても不安だったが、授業で旋律やリズム音色や和音と
いった音楽を形作る（原文ママ）要素を一つずつ整理して学ぶことができ、音楽が少しずつ身近に感じら
れるようになった」、「全く触れてこなかった音楽ですが、これで自信がつきました」、など受講前に比べ
て自信や安心感が高まったことを示す記述が複数あった。
　このことから、音楽や音楽の授業に対して受講生の意識が「不安」から「自信」へと変容したことが読み
取れた。
　また、事前アンケートの自由記述で受講生が音楽で「困っていること、学びたいこと（不安なこと）」を
聞き取った。それについて筆者が授業の中で回答したところ、「事前に質問をしてそれに対する回答を下
さる時間があったため、不安や疑問が解消されてとてもよかったです」との回答もあった。
　これらは、本授業が当初の目的であった「学生の不安を和らげ自信を育む」ことに一定の成果を収めた
ことを示唆している。
　一方で本実践を経ても依然として「ピアノ伴奏への不安」など、実技面での不安を完全には拭えなかっ
たという声も挙がった。
　オンラインでの授業時間内で取り扱える内容には限りがあるため、鍵盤演奏など技能面の向上について
指導や支援の機会が必要であろう。しかし、本授業で音楽の基礎を体系的に学び直したことで、受講生の
指導者としての土台づくりに貢献できた点は大きいと考える。

５．おわりに

　今後に向けての課題として、音楽科において必要な演奏技術や指導技術を身につけるのは勿論のこと、
指導技術の面においては、オンライン授業であっても受講生同士が教師役と児童役に分かれて簡単な音楽
の指導をするなどの模擬授業の機会を設けることが挙げられる。例えば、模擬授業を実施し、フィードバッ
クし合う場をカリキュラムに組み込むことで、授業理解の定着とともにさらなる自信獲得につながるだろ
う。
　今後も本稿で報告したような「不安に寄り添う理解促進型」の授業実践をさらに発展させると共に、受
講生にとって「分かる・できる」が実感できるユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業の工夫、改
善を今後も継続していく必要がある。

〈引用文献〉
•文部科学省（2017）『小学校学習指導要領（平成29年告示）解説　音楽編』
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入時の工夫を実例として〜」『学校音楽教育実践論集』第１巻 pp.109-110
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•布施美砂子（2021）「小学校音楽科の授業における教員の資質・能力に関する一考察〜教員養成科目『小学校音楽科教

育法』におけるアンケート結果を踏まえて〜」『全国大学音楽教育学会 第37回大会研究発表概要集』pp.145-146
•古川千明・森　厚子（2017）「保育者養成校での歌唱表現における不安感・抵抗感・緊張を要因とした苦手意識の研

究」『東京家政大学研究紀要』第８号 pp.33-40

－14－

小学校教員養成課程における音楽科指導法の再考　　荒木美香



2024年度　教職センターの事業について

Ⅰ　教職関連ガイダンス・講座
○は必須

前期 夏休み 後期 春休み
全
学
年
教職指導
など ●教員採用試験自治体別説明会 ●教員採用試験自治体別説明会

１
年
生

教員採用
対策など

○学習スタートガイダンス ●専門教養対策ガイダンス

○１年生面談（教職指導講師との面談を全員対象で実施）

教職指導
など

○教職課程ガイダンス
○保育士養成課程ガイダンス ●教育インターンシップガイダンス

２
年
生

教員採用
対策など

○学習スタートガイダンス

●過去問分析会
●教職オンライン講座（教職教養）
●�教職オンライン講座（小学校全科
等）

●論作文基礎講座
●模擬試験
●最新筆記試験動向ガイダンス
●公立幼保試験対策講座

●教職教養直前対策講座

○２年生面談（教職指導講師との面談を全員対象で実施）

教職指導
など

○教職課程ガイダンス
○保育士養成課程ガイダンス

○第１回介護等体験ガイダンス
○第２回介護等体験ガイダンス
○第３回介護等体験ガイダンス
○第１回幼稚園実習ガイダンス
○保育所実習１ガイダンス
○�教育インターンシップ活動報告会
（授業参観）

学外実習
など

教育インターンシップ（前期・後期を通じて週１回程度活動）

保育所実習１

３
年
生

教員採用
対策など ○学習スタートガイダンス

●過去問分析ガイダンス
●教職オンライン講座（教職教養）
●�教職オンライン講座（小学校全科
等）

●�論作文・面接試験等対策講座（グ
ループ指導）

●模擬試験
●最新動向ガイダンス
●公立幼保試験対策講座

●�論作文・面接試験等対策
講座（個別指導）

●面接基礎講座
●教職教養直前対策講座

教職指導
など

○教職課程ガイダンス
○保育士養成課程ガイダンス
○第１回教育実習ガイダンス
○第２回教育実習ガイダンス
○第３回教育実習ガイダンス
○施設実習１ガイダンス
●教員採用試験大学推薦学内選抜

○第４回教育実習ガイダンス
○第５回教育実習ガイダンス
○第２回幼稚園実習ガイダンス
○保育所実習２ガイダンス

学外実習
など

介護等体験（代替措置にて実施）

施設実習１ 保育所実習２（選択必修）

４
年
生

教員採用
対策など

●�論作文・面接試験等対策講座（個
別指導）

●最新試験情報ガイダンス

●�教員採用試験１次面接
対策講座
●�教員採用試験２次面接
対策講座

●教員採用試験合格者対象講座
●�臨時採用、東京都期限付任用教員
説明会

教職指導
など

○教職課程ガイダンス
○保育士養成課程ガイダンス
○教育実習オリエンテーション
●教員採用試験大学推薦学内選抜
○第１回教員免許状申請ガイダンス
○施設実習２ガイダンス

○第２回教員免許状申請ガイダンス
○保育士登録ガイダンス

学外実習
など

教育実習（前期） 教育実習（後期）

初等教育実習（幼稚園） 施設実習２（選択必修）
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Ⅱ　教育インターンシップ
１．対象学生（配当学年：２年）

　　　教育学部：学科科目（選択）※小学校、中学校、高等学校の免許状を取得する上での必修科目
　　　理工学部、人文学部、経済学部、情報学部：大学が独自に設定する科目（選択）
２．教育インターンシップの活動先（小学校、中学校、特別支援学校）

　　①連携協定を結んでいる教育委員会
　　　�八王子市、日野市、多摩市、羽村市、青梅市、立川市、昭島市、清瀬市、府中市、新宿区、東大和

市、相模原市、横浜市、川崎市、あきる野市、杉並区、所沢市、川越市
　　②連携協定を結んでいる学校
　　　�七生特別支援学校、羽村特別支援学校、清瀬特別支援学校、相模原中央支援学校、明星小学校、明

星中学校・高等学校
３．教育インターンシップの活動の流れ

　　１年生　後期　履修申込手続き
　　　　　　１月　教育インターンシップガイダンス、活動先（校種・地域）希望調査、学生個人票作成
　　２年生　４月　履修登録、活動予定校配分作業、活動予定校決定
　　　　　　５月　活動予定校での面接
　　　　　　　　　活動開始（～12月）
　　　　　　　　　（原則、授業期間中の木曜日終日活動）
　　　　　　１月　教育インターンシップ活動発表会（授業参観）

Ⅲ　介護等体験（※�新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、2024年度は以下の代替として本学の授業科目
を受講させることで対応しましたため、実際の活動内容とは異なります。）

１．対象学生
　　小学校及び中学校の教諭の普通免許状取得希望者
　　（幼稚園または高等学校のみ希望の場合は体験不要）
２．内容

　　�　法律や関連する通達で、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験とし
て高齢者や障害者の話し相手、散歩の付き添いなどの交流体験、あるいは掃除や洗濯といった受入施
設の職員に必要とされる業務の補助などと定められ、幅広い体験が求められています。具体的には、
次のような体験例があげられます。

　　　・施設利用者（児）の介護・介助、保育・養育の補助（基礎入門レベルの内容）
　　　・施設利用者（児）との交流、学習活動、授産作業の補助
　　　・施設利用者（児）のサークル（クラブ）活動の補助
　　　・施設の行事、バザー等の補助
　　　・掃除、洗濯、おむつたたみ等の業務の補助
３．受入施設、期間

　　①社会福祉施設（東京都、埼玉県、神奈川県）　５日間
　　②特別支援学校（東京都）　　　　　　　　　　２日間
　４．スケジュール
　　２年生　10月　第１回介護等体験ガイダンス
　　　　　　11月　第２回介護等体験ガイダンス
　　　　　　12月　第３回介護等体験ガイダンス
　　３年生　３月　代替措置科目を修得
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Ⅳ　教育実習
１．校種・時期・日数

　　�　取得を希望する教員免許状により、実習の校種が決まります。また、実施時期と日数は実習の校種
によって異なります。

取得希望の教員免許状
実習の校種 時　　期 日　　数

幼稚園 小学校 中学校 高等
学校

特別支
援学校

● 幼稚園 6月 4週間（18～20日）

● ● 幼稚園または小学校 5～6月または9～11月の間 4週間（18～20日）

● 小学校 5～6月または9～11月の間 4週間（18～20日）

● ● ●
小学校

5～6月または9～11月の間
（小）4週間（18～20日）

中学校または高等学校 （中・高）3週間以上（15日以上）

● 中学校 5～6月または9～11月の間 3週間以上（15日以上）

● ● 中学校または高等学校 5～6月または9～11月の間 3週間以上（15日以上）

● 高等学校 5～6月または9～11月の間 ２週間（９～10日）

● ●
小学校 （小）５～６月の間 ４週間（18～20日）

特別支援学校 （特）９～11月の間 ２週間（９～10日）

注�　小学校と、中学校または高等学校の2校で実習を行う場合、1校目は5～6月、2校目は9～11月に行います。
　※　「小学校教員免許プログラム」履修者は、別途、通信教育部で手続きします。
　※　�（中学校・高等学校について）2つの教科の教員免許状を同時に取得しようとする学生は、どちらか一方の教科で

実習を行います。

注
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２．教育実習スケジュール
　　① 小学校・中学校・高等学校
　　

　　② 特別支援学校
　　

　　③ 幼稚園
　　

学年 時期 内　容 備　考

2年 ３月下旬
第1回教育実習ガイダンス 実習校や実習時期を決める方法を説明
教育実習申込条件の判定 判定不合格者のみ連絡

3年

５月中旬 第2回教育実習ガイダンス 「内諾依頼書」一式を配付
７月上旬 第3回教育実習ガイダンス 「教育実習生個人票の下書き」を配付
11月中旬 第4回教育実習ガイダンス 「教育実習生個人票清書用紙」を配付

１月中旬 第5回教育実習ガイダンス 「教育実習依頼書」一式を配付、今後の手
続き説明

３月下旬
教育実習オリエンテーション 教育実習直前の指導
教育実習履修資格の判定 判定不合格者のみ連絡

4年 ５月以降 教育実習へ

学年 時期 内　容 備　考
2年 ３月下旬

上記①小学校・中学校・高等学校と同様3年 ４月上旬～３月下旬

4年

４月上旬

５月以降 小学校、中学校、または高等学校で教育
実習

９月～12月 特別支援学校で教育実習

学年 時期 内　容

2年

12月 第1回幼稚園実習ガイダンス
１月 実習園調べ、実習園選びの期間
３月上旬 面談実施（「実習園選びのためのワークシート」提出）
３月末 保育士養成課程ガイダンス

3年

４月上旬
教育実習申込基準の判定
実習依頼書の送付（教職事務センターから実習園へ送付します）

12月 第2回幼稚園実習ガイダンス

３月下旬
教育実習履修資格の判定
保育士養成課程ガイダンス

4年

４月上旬
健康診断（必ず受診してください）
大学から実習園に関係書類を送付（個人票、評価票、出席簿等）
明星幼稚園で実習前実習実施

４月下旬 大学からの訪問指導教員の発表、訪問指導教員への挨拶

４月～５月
実習園への連絡（オリエンテーション日時の確認）
実習園でのオリエンテーション実施

６月 教育実習
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３．申込条件と履修資格
　　2019年度～2022年度入学者

　　①申込条件
　　　�　教育実習（※１）を申し込むことができる学生は、３年生に進級合格し、次の３つの条件をすべ

て満たした学生です。
　　　（１）教職を強く志し、将来の進路として希望していること。
　　　（２）�１年生配当で教職必修となっている「教職入門（中高）」又は「教職入門」の単位が修得済みで

あること。
　　　（３）「日本漢字能力検定３級」又は「日本語検定４級」に合格していること。

　　②履修資格
　　　�　教育実習（※１）を行うことができる学生は、４年生に進級合格した学生のうち、次の４つの条

件をすべて満たし、教職センター運営委員会において履修許可を得た学生です。
　　　（１）心身ともに健康であること。
　　　（２）教師になることを切望する学生であること。
　　　（３）教育実習に係る手続きを遅滞なく行っていること。
　　　（４）以下の単位修得基準を満たしていること。

学部 取得希望の免許状 基　　　準

総合理工学科

国際コミュニケー
ション学科

日本文化学科

中学校
高等学校

以下の10科目すべてを修得済みであること。
　①「教育原理（中高）」	 ②「教職入門（中高）」
　③「教育の制度と経営（中高）」	 ④「特別なニーズ教育総論（中高）」
　⑤「○○科教育法１」（※２）	 ⑥「○○科教育法２」（※２）
　⑦「教育心理学（中高）」	 ⑧「教育課程論（中高）」
　⑨「中等教育実習指導」	 ⑩「教職実践基礎」

以下の科目から５科目以上修得済みであること。
　①「○○科教育法３」（※２）	 ②「○○科教育法４」（※２）
　③「教育方法学（中高）」（※４）	 ④「道徳の理論と指導法（中学校）」
　⑤「特別活動と総合的な学習の時間の指導法（中高）」
　⑥「生徒指導・進路指導（中高）」	 ⑦「教育相談の基礎と方法（中高）」

人間社会学科
経済学科

中学校
高等学校

以下の10科目すべてを修得済みであること。
　①「教育原理（中高）」	 ②「教職入門（中高）」
　③「教育の制度と経営（中高）」	 ④「特別なニーズ教育総論（中高）」
　⑤「社会科教育法１」	 ⑥「社会科教育法２」
　⑦「教育心理学（中高）」	 ⑧「教育課程論（中高）」
　⑨「中等教育実習指導」	 ⑩「教職実践基礎」

以下の科目から５科目以上修得済みであること。
　①「社会・公民科教育法１」	 ②「社会・公民科教育法２」
　③「教育方法学（中高）」（※４）	 ④「道徳の理論と指導法（中学校）」
　⑤「特別活動と総合的な学習の時間の指導法（中高）」
　⑥「生徒指導・進路指導（中高）」	 ⑦「教育相談の基礎と方法（中高）」

高等学校
【公民】
のみの場合

以下の10科目すべてを修得済みであること。
　①「教育原理（中高）」	 ②「教職入門（中高）」
　③「教育の制度と経営（中高）」	 ④「特別なニーズ教育総論（中高）」
　⑤「社会・公民科教育法１」	 ⑥「社会・公民科教育法２」
　⑦「教育心理学（中高）」	 ⑧「教育課程論（中高）」
　⑨「中等教育実習指導」	 ⑩「教職実践基礎」

以下の科目から２科目以上修得済みであること。
　①「教育方法学（中高）」（※４）	
　②「特別活動と総合的な学習の時間の指導法（中高）」
　③「生徒指導・進路指導（中高）」	 ④「教育相談の基礎と方法（中高）」
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情報学科

中学校
高等学校

※�高等学校「情報」
での教育実習を
希望する場合、
「情報科教育法１」
及び「情報科教
育法２」の修得
が必要となりま
す。

以下の10科目すべてを修得済みであること。
　①「教育原理（中高）」	 ②「教職入門（中高）」
　③「教育の制度と経営（中高）」	 ④「特別なニーズ教育総論（中高）」
　⑤「数学科教育法１」	 ⑥「数学科教育法２」
　⑦「教育心理学（中高）」	 ⑧「教育課程論（中高）」
　⑨「中等教育実習指導」	 ⑩「教職実践基礎」

以下の科目から５科目以上修得済みであること。
　①「数学科教育法３」	 ②「数学科教育法４」
　③「教育方法学（中高）」（※４）	 ④「道徳の理論と指導法（中学校）」
　⑤「特別活動と総合的な学習の時間の指導法（中高）」
　⑥「生徒指導・進路指導（中高）」
　⑦「教育相談の基礎と方法（中高）」

高等学校
【情報】
のみの場合

以下の10科目すべてを修得済みであること。
　①「教育原理（中高）」	 ②「教職入門（中高）」
　③「教育の制度と経営（中高）」	 ④「特別なニーズ教育総論（中高）」
　⑤「情報科教育法１」	 ⑥「情報科教育法２」
　⑦「教育心理学（中高）」	 ⑧「教育課程論（中高）」
　⑨「中等教育実習指導」	 ⑩「教職実践基礎」

以下の科目から２科目以上修得済みであること。
　①「教育方法学（中高）」（※４）	
　②「特別活動と総合的な学習の時間の指導法（中高）」
　③「生徒指導・進路指導（中高）」	 ④「教育相談の基礎と方法（中高）」

教育学科

幼稚園

以下の12科目すべてを修得済みであること。
　①「教育原理」	 ②「教職入門」
　③「教育の制度と経営」	 ④「発達心理学」
　⑤「特別なニーズ教育総論」	 ⑥「保育内容（音楽表現）の指導法」
　⑦「保育内容（造形表現）の指導法」	⑧「保育原理」
　⑨「教育心理学」
　⑩「教育方法学」（※５）	 ⑪「幼児理解の理論と方法」
　⑫「初等教育実習指導」

以下の科目から５科目以上修得済みであること。
　①「保育内容総論」	 ②「保育内容（健康）の指導法」
　③「保育内容（人間関係）の指導法」	④「保育内容（環境）の指導法」
　⑤「保育内容（言葉）の指導法」	 ⑥「教育課程論」
　⑦「教育相談の基礎と方法」

小学校

以下の18科目すべてを修得済みであること。
　①「教育原理」	 ②「教職入門」
　③「教育の制度と経営」	 ④「発達心理学」
　⑤「特別なニーズ教育総論」	 ⑥「初等国語科教育法（書写を含む）」
　⑦「初等社会科教育法」	
　⑧「初等算数科教育法」	 ⑨「初等理科教育法」
　⑩「初等生活科教育法」	 ⑪「初等家庭科教育法」
　⑫「初等英語科教育法」	 ⑬「教育心理学」
　⑭「教育方法学」（※５）	 ⑮「教育インターンシップ１」
　⑯「教育インターンシップ２」	 ⑰「初等教育実習指導」
　⑱「教職実践基礎」

以下の科目から６科目以上修得済みであること。
　①「初等音楽科教育法」	 ②「初等図画工作科教育法」
　③「初等体育科教育法」	 ④「教育課程論」
　⑤「道徳の理論と指導法」
　⑥「特別活動と総合的な学習の時間の指導法」
　⑦「生徒指導・進路指導」	 ⑧「教育相談の基礎と方法」
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教育学科

中学校
高等学校

以下の13科目すべてを修得済みであること。
　①「教育原理」	 ②「教職入門」
　③「教育の制度と経営」	 ④「発達心理学」
　⑤「特別なニーズ教育総論」	 ⑥「○○科教育法１」（※３）
　⑦「○○科教育法２」（※３）	 ⑧「教育心理学」
　⑨「教育方法学」（※５）	 ⑩「教育インターンシップ１」
　⑪「教育インターンシップ２」	 ⑫「中等教育実習指導」
　⑬「教職実践基礎」

以下の科目から５科目以上修得済みであること。
　①「○○科教育法３」（※３）	 ②「○○科教育法４」（※３）
　③「教育課程論」	 ④「道徳の理論と指導法」
　⑤「特別活動と総合的な学習の時間の指導法」
　⑥「生徒指導・進路指導」	 ⑦「教育相談の基礎と方法」

高等学校
【地理歴史】
のみの場合

以下の13科目すべてを修得済みであること。
　①「教育原理」	 ②「教職入門」
　③「教育の制度と経営」	 ④「発達心理学」
　⑤「特別なニーズ教育総論」	 ⑥「社会・地理歴史科教育法１」
　⑦「社会・地理歴史科教育法２」	 ⑧「教育心理学」
　⑨「教育方法学」（※５）	 ⑩「教育インターンシップ１」
　⑪「教育インターンシップ２」	 ⑫「中等教育実習指導」
　⑬「教職実践基礎」

以下の科目から２科目以上修得済みであること。
　①「教育課程論」
　②「特別活動と総合的な学習の時間の指導法」
　③「生徒指導・進路指導」	 ④「教育相談の基礎と方法」

高等学校
【公民】
のみの場合

以下の13科目すべてを修得済みであること。
　①「教育原理」	 ②「教職入門」
　③「教育の制度と経営」	 ④「発達心理学」
　⑤「特別なニーズ教育総論」	 ⑥「社会・公民科教育法１」
　⑦「社会・公民科教育法２」	 ⑧「教育心理学」
　⑨「教育方法学」（※５）	 ⑩「教育インターンシップ１」
　⑪「教育インターンシップ２」	 ⑫「中等教育実習指導」
　⑬「教職実践基礎」

以下の科目から２科目以上修得済みであること。
　①「教育課程論」
　②「特別活動と総合的な学習の時間の指導法」
　③「生徒指導・進路指導」	 ④「教育相談の基礎と方法」

特別支援学校

以下の科目から12科目以上修得済みであること。
　①障害者教育総論	 ②知的障害者の心理
　③知的障害者の生理・病理	 ④肢体不自由者の心理・生理・病理
　⑤病弱者の心理・生理・病理	 ⑥特別支援学校教育課程論
　⑦知的障害者の指導法１	 ⑧肢体不自由者の指導法
　⑨病弱者の指導法	 ⑩視覚障害者の心理・生理・病理
　⑪聴覚障害者の心理・生理・病理	 ⑫重複障害・ＬＤ等の心理・生理・病理
　⑬視覚障害者の指導法	 ⑭聴覚障害者の指導法
　⑮重複障害・ＬＤ等教育の理論と実際

※１　�ここでいう「教育実習」とは、授業科目「初等教育実習」、「特別教育実習」、「中等教育実習Ａ」、「中等教育実習Ｂ」
「特別支援教育実習」のことを指します。

※２　�「○○科教育法」は実習を希望する教科を修得すること。
※３　�「○○科教育法」は実習を希望する教科を修得すること。ただし、社会科については以下のとおりとする。
　　　「○○科教育法１」→「社会・地理歴史科教育法１」
　　　「○○科教育法２」→「社会・地理歴史科教育法２」
　　　「○○科教育法３」→「社会・公民科教育法１」
　　　「○○科教育法４」→「社会・公民科教育法２」
※４　「教育方法学（中高）」は2019～2021年度入学生対象です。
　　　2022年度入学生は「教育の方法及び技術・情報通信技術の活用（中高）」となります。
※５　「教育方法学」は2019～2021年度入学生対象です。
　　　2022年度入学生は「教育の方法及び技術・情報通信技術の活用」となります。
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　　2023年度以降入学者

　　①申込条件
　教育実習を申し込むことができる学生は、３年生に進級合格し、次の条件をすべて満たした学生
です。

（１）教職を強く志し、将来の進路として希望していること。
（２）�「小学校」及び「中学校」の免許状の取得を希望する学生は教育実習申込前年度までに介護等体

験を申し込み、事前手続きをしていること（ただし、教職事務センターが３年生での申し込み
及び事前手続きを許可した学生は除く）。

（３）教育実習に係る誓約書を教職事務センターに提出済みであること。
（４）�前年度までに「教育原理」、「教職入門」、「教育の制度と経営」、「教育心理学」、「特別なニーズ

教育総論」、「教育の方法及び技術・情報通信技術の活用」のうち、５科目以上を修得済みであ
ること。

　上記の申込要件を満たした学生は、取得希望の免許種の「教育実習指導」※を後期に履修すること
ができます。
※　�「幼稚園」もしくは「小学校」免許希望の場合には、「初等教育実習指導」、「中学校」もしくは「高等学校」の免
許希望の場合には「中等教育実習指導」を指します。「特別支援学校」は「教育実習指導」という科目はありませ
ん。

　　②履修資格
　　　�　教育実習を履修することのできる学生は、４年生に進級合格した学生のうち、次の４つの条件を

すべて満たし、教職センター運営委員会において履修許可を得た学生です。
　　　（１）心身ともに健康であること。
　　　（２）教職を強く志し、将来の進路として希望していること。
　　　（３）教育実習に係る手続きを遅滞なく全て行っていること。
　　　（４）以下の単位修得基準を満たしていること。

学部 実習区分 単位修得基準

理工学部
人文学部
経済学部
情報学部

中等教育実習A
中等教育実習B

以下の科目を全て修得済みであること。
　①中等教育実習指導	 ②教職実践基礎
　③○○科教育法１（※1）	 ④○○科教育法２（※1）
　⑤○○科教育法３（※1）（※2）	 ⑥○○科教育法４（※1）（※2）

以下の科目から９科目以上を修得済みであること。
　①教育原理	 ②教職入門
　③教育の制度と経営	 ④教育心理学
　⑤特別なニーズ教育総論	 ⑥教育課程論
　⑦道徳の理論と指導法
　⑧特別活動と総合的な学習の時間の指導法
　⑨教育の方法及び技術・情報通信技術の活用
　⑩生徒指導・進路指導	 ⑪教育相談の基礎と方法

教育学部 初等教育実習
【幼稚園】

「初等教育実習指導」を修得済みであること。

以下の科目から15科目以上を修得済みであること。
　①保育内容総論	 ②保育内容（健康）の指導法
　③保育内容（人間関係）の指導法	 ④保育内容（環境）の指導法
　⑤保育内容（言葉）の指導法	 ⑥保育内容（音楽表現）の指導法
　⑦保育内容（造形表現）の指導法	 ⑧教育原理
　⑨保育原理	 ⑩教職入門
　⑪教育の制度と経営	 ⑫教育心理学
　⑬特別なニーズ教育総論	 ⑭教育課程論
　⑮教育の方法及び技術・情報通信技術の活用
　⑯幼児理解の理論と方法	 ⑰教育相談の基礎と方法
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教育学部

初等教育実習
【小学校】

以下の科目を全て修得済みであること。
　①初等教育実習指導	 ②教職実践基礎
　③教育インターンシップ１	 ④教育インターンシップ２

以下の科目から19科目以上を修得済みであること。
　①初等国語科教育法（書写を含む）	 ②初等社会科教育法
　③初等算数科教育法	 ④初等理科教育法
　⑤初等生活科教育法	 ⑥初等音楽科教育法
　⑦初等図画工作科教育法	 ⑧初等家庭科教育法
　⑨初等体育科教育法	 ⑩初等英語科教育法
　⑪教育原理	 ⑫教職入門
　⑬教育の制度と経営	 ⑭教育心理学
　⑮特別なニーズ教育総論	 ⑯教育課程論
　⑰道徳の理論と指導法
　⑱特別活動と総合的な学習の時間の指導法
　⑲教育の方法及び技術・情報通信技術の活用
　⑳生徒指導・進路指導	 ㉑教育相談の基礎と方法

中等教育実習Ａ
中等教育実習Ｂ

以下の科目を全て修得済みであること。
　①中等教育実習指導	 ②教職実践基礎
　③教育インターンシップ１	 ④教育インターンシップ２
　⑤○○科教育法１（※3）	 ⑥○○科教育法２（※3）

　⑦○○科教育法３（※3）（※4）	 ⑧○○科教育法４（※3）（※4）

以下の科目から９科目以上を修得済みであること。
　①教育原理	 ②教職入門
　③教育の制度と経営	 ④教育心理学
　⑤特別なニーズ教育総論	 ⑥教育課程論
　⑦道徳の理論と指導法
　⑧特別活動と総合的な学習の時間の指導法
　⑨教育の方法及び技術・情報通信技術の活用
　⑩生徒指導・進路指導	 ⑪教育相談の基礎と方法

特別支援
教育実習

以下の科目から12科目以上修得済みであること。
　①障害者教育総論	 ②知的障害者の心理
　③知的障害者の生理・病理	 ④肢体不自由者の心理・生理・病理
　⑤病弱者の心理・生理・病理	 ⑥特別支援学校教育課程論
　⑦知的障害者の指導法１	 ⑧肢体不自由者の指導法
　⑨病弱者の指導法	 ⑩視覚障害者の心理・生理・病理
　⑪聴覚障害者の心理・生理・病理	 ⑫重複障害・LD等の心理・生理・病理
　⑬視覚障害者の指導法	 ⑭聴覚障害者の指導法
　⑮重複障害・LD等教育の理論と実際

※１　�実習を希望する教科を修得すること。ただし、社会科については以下の４科目を修得すること。�
「社会科教育法１」、「社会科教育法２」、「社会・公民科教育法１」、「社会・公民科教育法２」

※２　公民、情報は除く。
※３　�実習を希望する教科を修得すること。ただし、社会科については以下の４科目を修得すること。�

「社会・地理歴史科教育法１」、「社会・地理歴史科教育法２」、「社会・公民科教育法１」、「社会・公民科教育法２」
※４　地理歴史、公民は「○○科教育法３」、「○○科教育法４」が開設されていないため、除く。
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２．2024年度　教員免許状取得者数

Ⅴ　2024年度の実績
１．2024年度　学外実習等実施者数

教職課程
登録者数

教育インタ
ーンシップ

介護等体験 教育実習
保育所
実習１

施設
実習１

保育所
実習２

施設
実習２社会福

祉施設
特別支
援学校 幼稚園 小学校 中学校

高等学校
特別支
援学校

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ２年生 ３年生 ３年生 ４年生

理工

総
合
理
工
学
科

物理学系 8
物理学コース 15 0
生命科学・化学系 8
化学・生命科学コース 20 0
機械工学系 4
機械工学コース 9 0
電気電子工学系 9
電気工学コース 6 0
建築学系
環境科学系 7

計 50 0 36

人文
国際コミュニケーション学科 12 0 14
人間社会学科 14 1 17
日本文化学科 29 1 17

経済 経済学科 20 0 13
情報 情報学科 27 0 12
教育 教育学科 434 405 43 285 191 50 40 27 24 3

合　　　計 586 407 0 0 43 285 300 50 40 27 24 3

※　「介護等体験」……�新型コロナウイルス感染拡大に伴い、全て中止となりました（「特別支援教育に関する科目」の単位を修得することに
よる代替措置を行いました）。

学部 幼

稚

園

小

学

校

中　学　校 高　等　学　校 特
別
支
援

合

計

実

人

数

国

語

社

会

数

学

理

科

音

楽

美

術

保
健
体
育

英

語

国

語

地
理
歴
史

公

民

数

学

理

科

音

楽

美

術

保
健
体
育

英

語

工

業

情

報

理工

総
合
理
工
学
科

物理学系 7 8 15 8

生命科学・化学系 8 8 16 8

機械工学系 1 4 4 9 4

電気電子工学系 8 8 16 8

建築学系 0 0

環境科学系 1 6 1 6 14 7

計 1 13 21 13 22 70 35

人文

国際コミュニケーション学科 14 14 28 14

日本文化学科 1 12 12 25 12

人間社会学科 1 16 16 33 16

経済 経済学科 1 12 12 25 12

情報 情報学科 15 14 9 38 15

教育 教育学科 80 292 26 37 31 26 10 6 29 14 25 35 33 31 26 10 6 29 14 50 810 349

上記以外の学科 1 1 1

合　　　計 80 297
38 65 59 47 10 6 29 28 37 35 61 58 48 10 6 29 28 0 9

50 1,030 454
282 321
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３．2024年度卒業生　教員就職者数

大学院 幼

稚

園

小

学

校

中　学　校 高　等　学　校 特
別
支
援

合

計

実

人

数

国

語

社

会

数

学

理

科

音

楽

美

術

保
健
体
育

英

語

国

語

地
理
歴
史

公

民

数

学

理

科

音

楽

美

術

保
健
体
育

英

語

工

業

情

報

理工

物理学専攻 0 0

化学専攻 0 0

機械工学専攻 0 0

電気工学専攻 0 0

建築・建設工学専攻 0 0

環境システム学専攻 0 0

人文

英米文学専攻 0 0

社会学専攻 0 0

心理学専攻 0 0

情報 情報学専攻 1 1 1

教育 教育学専攻 1 1 2 1

合　　　計 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 3 2
1 2

正　　　規 非　正　規

合計
幼稚園 小学校 中学校 高等

学校
特別支
援学校 計 幼稚園 小学校 中学校 高等

学校
特別支
援学校 計

理工

総
合
理
工
学
科

物理学系

生命科学・化学系

機械工学系

電気電子工学系

環境科学系

計 0 1 12 0 0 13 0 0 2 0 0 2 15

人文

国際コミュニケーション学科 2 1 3 3 3 6

人間社会学科 1 1 2 2 3

日本文化学科 1 6 7 1 1 8

経済 経済学科 1 3 4 2 2 6

情報 情報学科 2 2 4 2 2 6

教育 教育学科 8 155 27 1 15 206 20 18 1 1 40 246

心理 心理学科 0 0 0

合　　　計 8 159 52 4 15 238 0 20 28 3 1 52 290

※　学校基本調査の回答から作成。括弧内は専任の就職者数です。
※　「幼稚園」には「認定こども園」、「中学校」には「中等教育学校」の就職者を含む。
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『明星大学教職センター年報』刊行規程

　明星大学教職センター（以下、教職センター）は、『明星大学教職センター年報』を編集および刊行する
ために、以下の規程を定める。

１．（名称）
　　『明星大学教職センター年報』（以下、「年報」）
２．（刊行目的）
　　�教職センターは、明星大学教職課程（以下、教職課程）の教育および研究等の成果を発表することを

目的として、「年報」を、原則として年１回、編集・発刊する。
３．（内容構成）
　　「年報」は、主として、投稿論文および教職センターの事業に関する報告を掲載する。
４．（刊行期日）
　　原則として３月末日とする。
５．（編集委員会の設置）
　　�「年報」の編集および刊行のために、教職センター年報編集委員会（以下、編集委員会）を設置する。

編集委員会は、編集委員長１名、編集委員２名以内で構成され、編集委員長は明星大学教職センター
長（以下、教職センター長）、編集委員は教職センター副センター長とする。

６．（編集委員会の任務）
　　�編集委員会は、編集・刊行に関する事項についての協議、年報に掲載する投稿論文等の決定を行う。

ただし、教職センターの事業に関する報告に関しては、教職センター長の任命した教職センター職員
の協力を得るものとする。

７．（掲載原稿の種類）
　　�「年報」に掲載する原稿の種類は、論文、研究ノート、実践報告、とする。ただし、特集号における

依頼論文等、編集委員会が特に指定したものについては、この限りではない。論文は、教職・保育に
関する独創的な研究論文とする。研究ノートは、論文に準ずるものとし、教職・保育の研究課題に対
して一定の斬新性、萌芽性があるものとする。また、実践報告は、教職・保育に関する実践活動の記
録を述べたものとする。

８．（投稿資格）
　　�「年報」に論文・研究ノート・実践報告を投稿できる者は、明星大学所属教職員、名誉教授、および

明星大学教職課程に関わる非常勤講師とする。ただし、専任教職員との共同研究者が専任教職員との
連名で投稿することについては、編集委員長の判断により認めるものとする。

９．（執筆要領）
　　別に定める。
10．（掲載の可否）
　　�編集委員長は、投稿された論文掲載の可否を定めるため、編集委員会を開催し、査読者を決定、委嘱

する。査読要領は、別に定める。
11．（倫理規程）
　　著者は、明星大学研究倫理規程を遵守する。
12．（著作権）
　　明星大学教職センターに帰属する。
13．（配布・公開）
　　教職センターが運営する電子媒体において公開することを原則とする。
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14．（事務局）
　　編集委員会の事務局は、教職センター内に設置する。
15．（規程の改廃）
　　本規程の改廃は、編集委員会、教職センター運営委員会の意見を聴いて、教職センター長が行う。

附則
本規程は、2023年 ５月30日より施行する。
� 以上

� （2023年5月30日制定）
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